
船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年８月１３日 ０９時００分ごろ 

発生場所 福島県郡山市湖南港北方沖（猪苗代湖） 

 舟津四等三角点から真方位２６３°９１０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°２５.０′ 東経１４０°６.９′） 

事故の概要  水上オートバイKEIRENATETU
ケ イ レ ナ テ ツ

は、南東進中、水上オートバイ

Divana
ディヴァーナ

.150 は、南西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年８月２５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ KEIRENATETU、０.１トン 

   ２３０－５１５０７埼玉、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ Divana.150、０.１トン 

   ２３１－２００２２栃木、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（船長） 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷中央部に亀裂等 

Ｂ 右舷船尾部に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、約３０km/h の対地速力で南東進

中、前路を左から右に向けて通過する態勢のＢ船が、Ａ船の前路で右

転し、Ａ船の左舷船首方から接近してきたので、衝突を避けようと右

転したものの、左舷中央部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、約３０km/h の

対地速力で南西進中、北進しようと思い、右転したところ、Ａ船に向

かう態勢となり、Ａ船との衝突を避けようと左転したが、Ａ船と衝突

した。 

船長Ａ及び同乗者Ｂは、救急車で病院に搬送され、医師により、船

長Ａが首及び左腕の打撲と、同乗者Ｂが頭部裂傷とそれぞれ診断され

た。 

船長Ｂは、右転するまでＡ船の存在に気付いていなかった。 

船長Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、いずれも救命胴衣を着用してい

た。 

分析 Ａ船は、南東進中、南西進中のＢ船がＡ船の前路で右転し、Ａ船の



左舷船首方からＢ船が接近してきたところ、船長Ａが、衝突を避けよ

うと右転したものの、間に合わなかったことから、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、南西進中、船長Ｂが、南東進中のＡ船の存在に気付かない

ままＡ船の前路で右転して航行を続けたことから、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が南東進中、Ｂ船が南西進中、船長ＢがＡ船の存在

に気付かないまま、Ａ船の前路で右転して航行を続け、また、船長Ａ

が衝突を避けようと右転したものの、間に合わなかったため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、遊走中、常時適切な見張りを行い、他

船の有無など周囲の状況を把握しておくこと。 

・水上オートバイの船長は、他船の状況など周囲の安全を確認して

から進路を変更すること。 

 


